
 

学園事務局からのお知らせ 

 

 

＊高等学校生徒保護者の皆様へ 

 

今般の社会情勢等による「家計急変」（失職や収入減等）が既に発生又は今後発生の恐れがあり

年収見込金額が大きく減額となる場合は、高等学校授業料軽減補助金の支給を受けられる可能性

がありますので、本校事務局、下記連絡先まで電話等で御相談ください。 

 

 

＊中学校・高等学校生徒保護者の皆様へ 

 

授業料等の納付金についてお困りの点等がございましたら、随時下記連絡先に電話等で御相

談ください。 

 

 

 

連絡先 本校事務局（011-375-2611）大渕総務課長、千葉事務局長、脇事務職員 

 


